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●�介護予防教室・講座
　〜住み慣れた地域で暮らし続けるために（2面）
●みんなの健康（3面）
●図書館〜本を通じてさまざまな体験を（4面）
●母子・父子家庭などの支援制度（5面）
●�ざまインフォメーション（６・7面）
●�青少年美術展出展作品募集（8面）

市 の 人 口●128,880人（−4人）
市の世帯数●56,591世帯（−9世帯）
平成28年11月1日現在（ ）は10月との増減

色
づ
い
た
大
坂
台
公
園
の
カ

エ
デ

※新聞を購読されている方には、�新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み　申込専用電話　1046（252）8684（市政戦略課）
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス　70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中

民生委員児童委員
　民生委員児童委員は、地域福祉向上のため、市と市民のパイプ役として活動しており、高齢者・子どもの見守りの他、
育児や生活の不安、家庭内トラブル、介護、福祉に関する相談などに応じています。
　市では、12月 1 日に一斉改選を行い、新任の方と継続する方を合わせて約140人に委嘱します。
担当� 福祉長寿課　☎046（252）8247　5046（252）8238

　在住する地域を担当する民生委員児童委員を紹介しますので、電話または直接、上記担当へお問い合わせく
ださい（関係機関を案内する場合もあります）。相談の秘密は厳守します。

登録者の家を訪問する民生委員児童委員

あいさつで見守る民生委員児童委員

民生委員児童委員に
相談するには
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　訪問を受けるには登録が必要です。詳しくは、
電話、ファクスまたは直接上記担当へお問い合
わせください。在住する地域を担当する民生委
員児童委員が訪問し、登録を行います。
○対　象　65歳以上で一人暮らしの方

○と　き　毎月第 2・ 4土曜日午前10時〜
午後 0時30分（ 8月、祝・休日を除く）
○ところ　サニープレイス座間（総合福祉
センター） 3階プレイルーム
○入　場　自由

一人暮らしの訪問を受けるには

子育て広場「よちよち」


